
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】

（小金井市福祉保健部自立生活支援課）

【全体会】

（協議事項）

・福祉サービス利用に係る相談支援事業者の中立・公平性の確保に関すること。

・困難事例への対応の在り方に関する協議及びこれに係る調整に関すること。

・地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

・障害福祉計画・障害児福祉計画・障害者計画に関すること。

・地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

・障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を

解消するための取組に関すること（差別解消委員会で調整）。

・その他必要と認められること。

【社会参加・就労支援専門部会】

（直近の協議事項）

・超短時間雇用の仕組みについて

・就労選択支援について

【相談支援専門部会】

（直近の協議事項）

・実際に対応中の事例についての意見交換

・地域生活支援拠点等の整備について

・相談事業所連絡会との連携の在り方について

【障害者支援施設検討部会】

（直近の協議事項）

・障害者支援施設の設置に向けた検討

【差別解消委員会】

（直近の協議事項）

・障害のある人もない人も共に学び共に生

きる社会を目指す小金井市条例（障害者

差別解消条例）の見直しについて

・小金井市における障害を理由とする差別

事例（特定相談）の報告

【事務局】

小金井市障害者地域自立生活支援センター
（基幹相談支援センター）に運営委託

知っていますか？ 

「小金井市地域自立支援協議会」 

目的 

   本協議会は、障がいの当事者や福祉事業者、雇用者、学識経

験者等の地域の関係者が集まり、障がい者やその家族を取り巻く

地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス

基盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図

る役割を担う機関で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第８９条の３第１項に規定されており、す

べての地方自治体が設置するよう努めなければならいとされている

ものです。 

構成 

・ 公募市民 1 名 

・ 相談支援事業者 ４名 

・ 福祉サービス事業者 ３名 

・ 保健・医療関係者 １名 

・ 児童・教育関係者 3 名 

・ 企業関係者 1 名 

・ 当事者、当事者家族等 4 名 

・ 就労関係者 1 名 

・ 保健福祉に関する学識経験者 １名 

・ 民生委員・児童委員 1 名 

・ 権利擁護関係者 1 名 

・ 法曹関係者 1 名（参加は差別解消委員会のみ） 

組織 
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※ より詳しい内容については、上記ＱＲコードから閲覧できる市Webページをご覧ください。 


